
市政の動き
（６月16日～７月15日）

市役所内で行われた会議について、その内容を概略で
お知らせします。詳しくはホームページまで。

会議名など 内　容

6月16日（木）
第１回長浜市支え合いの地域づくり推進委員会
担当課:高齢福祉介護課 （☎６５－７７８９）

生活支援コーディネーターの支援状況や地域活動、今後の活動計
画等について報告を受けました。また地域介護予防通所活動支援
補助金、高齢者活躍よりあいどころ整備事業について事務局より
報告を受け、意見交換を行いました。

６月17日（金）
第１回長浜市多文化共生・国際化のまちづくり円卓会議
担当課:市民活躍課 （☎６５－８７１１）

長浜市でできる外国人防災活動について参加者と意見交換を行
いました。

６月21日（火）
第１回長浜市景観審議会
担当課:都市計画課 （☎６５－６５６２）

景観審議会について説明を受け、地区計画の区域内における建築
物等の形態意匠の制限に関する条例（案）と平成28年度長浜景観
広告賞の実施について報告を受けました。

６月27日（月）
長浜市人権尊重審議会
担当課:人権施策推進課  （☎６５－６５６０）

「長浜市人権施策推進基本計画」の進捗管理、人権啓発・男女共同
参画に関する職員意識調査、『性別記載』の取り組みについて事務
局から説明、質疑応答と意見交換を行いました。

６月29日（水）
第１回長浜市地域公共交通会議
担当課:都市計画課（☎６５－６５６２）

平成27年度の運行実績や利用促進等の取組実績、「地域公共交通
網形成計画」の策定予定、停留所の名称変更等について事務局か
ら説明を受け、意見交換を行い承認しました。

７月７日（木）
第１回長浜市子ども・子育て会議
担当課:子育て支援課 （☎６５－６５１４）

長浜市子ども・子育て支援事業計画の進捗管理、長浜市子育て応
援表彰事業について事務局から説明し、質疑応答と意見交換を行
いました。

７月７日（木）
第１回長浜市健康づくり推進協議会
担当課:健康推進課 （☎６５－７７７９）

「健康ながはま21」計画（第３期）の平成27年度事業の成果と課題、
平成28年度の実施計画について事務局から説明を受け、質疑応
答・意見交換を行いました。

７月８日（金）
第１回長浜市建築審査会
担当課:建築住宅課 （☎６５－６５３３）

建築基準法第43条第１項ただし書きの許可について説明を受け、
同意しました。また同条に基づく事後報告について承認しまし
た。

７月８日（金）
第６回長浜市総合計画審議会
担当課:総合政策課 （☎６５－６５０５）

次期総合計画の策定にあたり、事務局から基本計画の案について
説明を受け、内容を協議しました。

７月12日（火）
第１回長浜市地域包括支援センター運営協議会
担当課:高齢福祉介護課 （☎６５－７７８９）

地域包括支援センターの主要な事業の平成27年度実績を説明。今
年４月から始まった５つの地域包括支援センターの計画や４・５
月の実績について報告・検討しました。

７月14日（木）
第２回長浜市支え合いの地域づくり推進委員会
担当課:高齢福祉介護課 （☎６５－７７８９）

高齢者活躍よりあいどころ補助金事業者のヒアリング審査を行
い、下記の２者を選定しました。
　・仮認定特定非営利活動法人　つどい 理事長　川村 美津子
　・夢の一歩塾　代表　柴田 善成 

７月15日（金）
第１回長浜市旅館等建築規制審議会
担当課:都市計画課 （☎６５－６５６２）

届出があった建築（用途の変更）予定の旅館等について、長浜市環
境保全のための旅館等建築等規制条例第２条に規定する「特定旅
館」に該当しないことを確認しました。

公共下水道区域の農地を宅地化等した人へ
問上下水道課（☎６５－１６００）

　公共下水道が整備された区域では、下水道の供用開始
時に、土地所有者等（以下「受益者」）から整備費用の一
部を受益者負担金として徴収しています。
　このうち、現況地目が農地（田・畑）等の場合は、申
請により、受益者負担金の徴収を猶予していますが、土
地が宅地化等された時に納めていただくこととなります。
　農地を宅地化等された場合は、届出が必要となります

ので、下記窓口までご連絡ください。
　なお、農業集落排水事業区域および浅井・湖北地区に
は、負担金の徴収猶予制度がありませんので、届出の必
要はありません。
※負担金の計算方法は市ホームページをご覧ください。
届出窓口　上下水道課〈東館２階〉　☎６５－１６００
　　　　　北部振興局上下水道課　 ☎８２－５９０３
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産
後
の
お
母
さ
ん
を
応
援
し
ま
す

　
出
産
後
に
、
心
身
の
不
調
や
育
児
不
安
な
ど
の
あ
る
人
が
、

産
科
医
療
機
関
等
で
日
帰
り
も
し
く
は
宿
泊
で
、
心
身
の
ケ
ア

や
育
児
サ
ポ
ー
ト
な
ど
が
受
け
ら
れ
る
「
産
後
ケ
ア
事
業
」
を

は
じ
め
ま
し
た
。

　
出
産
後
、
お
産
と
育
児
の
疲
れ
か
ら
体
調
が
よ
く
な
い
、
授

乳
が
う
ま
く
い
か
な
い
、
赤
ち
ゃ
ん
の
お
世
話
の
仕
方
が
わ
か

ら
な
い
な
ど
、
お
困
り
の
お
母
さ
ん
は
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
対
象
者
】

　
市
内
に
住
民
登
録
の
あ
る
、
産
後
４
か
月
未
満
の
母
親
と
乳

児
で
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
人

・
心
身
の
不
調
ま
た
は
育
児
不
安
等
が
あ
る
人

・
ご
家
族
な
ど
か
ら
十
分
な
援
助
が
受
け
ら
れ
な
い
人

【
内
　
容
】

　
母
親
の
体
調
管
理
、
授
乳
相
談
、
育
児
相
談
（
沐
浴
・
赤
ち
ゃ

ん
の
お
世
話
の
仕
方
な
ど
）

【
産
後
ケ
ア
を
受
け
ら
れ
る
施
設
】

・ 

産
科
医
療
機
関
（
市
立
長
浜
病
院
、
神
野
レ
デ
ィ
ス
ク
リ

ニ
ッ
ク
）

・ 

そ
の
他
の
施
設
（
ま
ち
の
ほ
け
ん
し
つ
産
前
・
産
後
ケ
ア
き

ず
な
）

【
利
用
日
数
・
自
己
負
担
額
】

・
日
帰
り
型
（
７
日
ま
で
）　
１
日 

３
，
０
０
０
円

・
宿 

泊 

型
（
７
日
ま
で
）　
１
日 

６
，
０
０
０
円

※
生
活
保
護
世
帯
は
自
己
負
担
な
し

【
申
込
み
】

　
直
接
担
当
課
ま
で
。

問
合
せ
・
申
込
み
先

　
健
康
推
進
課
（
な
が
は
ま
ウ
ェ
ル
セ
ン
タ
ー
１
階
）

　
医
療
機
関
や
薬
局
で
の
お
支
払

い
が
高
額
に
な
り
そ
う
な
場
合

は
、
医
療
機
関
等
の
窓
口
で
「
限

度
額
適
用
認
定
証
」
を
提
示
す
る

と
、
ひ
と
月
の
自
己
負
担
が
限
度

額
ま
で
に
な
り
ま
す
。

　
認
定
証
の
交
付
を
受
け
る
に

は
、
事
前
の
申
請
が
必
要
で
す
。

【
対
象
者
】

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
で

①
69
歳
以
下
の
人

② 

平
成
28
年
度
の
住
民
税
が
非
課
税
世
帯
の
70
歳
以
上
74
歳
以

下
の
人

【
申
請
時
の
注
意
点
】

① 

申
請
日
時
点
に
お
い
て
、
世
帯
に
国
民
健
康
保
険
料
の
滞
納

が
な
い
こ
と
。

② 

世
帯
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
お
よ
び
世
帯
主
が
前
年
中

所
得
の
申
告
を
し
て
い
る
こ
と
。

※ 

未
申
告
で
所
得
が
不
明
な
場
合
は
、
上
位
所
得
者
の
限
度
額

と
み
な
さ
れ
ま
す
。

申
請
窓
口

　
保
険
医
療
課
〈
東
館
１
階
〉

　
北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
、
各
支
所

８
月
は『
道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
』で
す
。

　
こ
の
月
間
は
、
道
路
を
利
用
す
る
人
に
道
路
の
大
切

さ
を
認
識
し
て
も
ら
い
、
常
に
美
し
く
正
し
く
利
用
し

て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

『
道
き
れ
い

　
そ
ん
な
所
は

　
人
き
れ
い
』

（
平
成
28
年
度
中
学
生
の
部
最
優
秀
標
語
）

問
道
路
河
川
課
（
☎
６
５

－

６
５
３
１
）

　
10
月
分
か
ら
翌
年
３
月
分
ま
で
の
６
か
月
分
の
国
民
年
金
保

険
料
を
口
座
振
替
で
ま
と
め
て
納
付（
６
ヶ
月
前
納
）す
る
と
、

保
険
料
が
９
６
，４
５
０
円
と
な
り
、
毎
月
１
６
，２
６
０
円
を

納
付
す
る
よ
り
も
１
，１
１
０
円
お
得
で
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

　
引
き
落
と
し
日
は
10
月
31
日
で
す
。
現
在
口
座
振
替
に
よ
る

毎
月
納
付
を
利
用
さ
れ
て
い
る
人
が
、
６
ヶ
月
前
納
を
希
望
さ

れ
る
場
合
は
、
あ
ら
た
め
て
口
座
振
替
方
法
の
変
更
手
続
き
が

必
要
で
す
。

【
申
込
み
】

　
８
月
末
ま
で
に
、
口
座
振
替
を
希
望

さ
れ
る
金
融
機
関
、
も
し
く
は
お
近
く

の
年
金
事
務
所
ま
で
。
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